
歯科医療に係る 

医療安全対策について 
 

 

１．患者さんに、安心で安全な歯科診療を行うため、 

 下記の装置（器具）を有しています。 

 

 〇自動体外式除細動器（ＡＥＤ） 

 〇パルスオキシメーター 
 〇酸素 
 〇血圧計 

 〇救急蘇生セット（救急カート） 

 

２．当院では、歯科外来診療において緊急の処置

が必要になった場合は、当院の関係診療科の協

力により医療安全対策を実施しています。  
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